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市公共施設の利用制限を継続します 

 
 

 

 

 

１ 期間 

６月２０日（日）まで 

なお、今後の状況に応じて期間を変更することがあります。 

 

２ 対象施設 

市内全ての公共施設 

 

３ 利用制限の内容 

 ・各施設は、午後８時までに閉館します。 

・酒類の持ち込み及びカラオケの利用を禁止します。 

・利用者数は定員の半数を上限とします。 

・佐布里緑と花のふれあい公園、ベティさんの家旭公園のバーベキュー場の利用を休止しま

す。  

・利用にあたっては、各施設で定める感染症対策を行うことを必須とします。  

・このほか、各施設において個別で利用の制限などをしている場合がありますので、詳しく

は各施設にお問合せください。 

 

４ その他 

夜間の施設利用で利用区分に午後８時以降を含む場合（午後６時～１０時など）も、 

午後８時までに退出していただきます。このことに伴う利用料の減額はありません。 

 

 ５月３１日(月)に第３回知多市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、愛知県

への緊急事態宣言の延長を受け、市公共施設の利用制限を継続することを決定しました。 

 なお、対象施設や利用制限の内容などは、現在の利用制限（５月１０日報道発表）と同様

です。 

健康推進課 
担当：ワクチン接種対策チーム 松村 
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